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令和８年度香港市場における観光プロモーション業務 

委託仕様書（案） 

 

本仕様書は、長野県知事 阿部 守一（以下「委託者」という。）が行う、令和８年度香港

市場における観光プロモーション業務（以下「本業務」という。）を委託するにあたり、そ

の仕様等に関し必要な事項を定めるものである。 

 

Ⅰ 業務の名称 

  令和８年度香港市場における観光プロモーション業務 

 

Ⅱ 目的 

  香港からの長野県への訪日旅行商品の造成促進を目的に、現地旅行会社を対象とした

観光セミナー・商談会及びセールスコール、県内視察を実施する。 

 

Ⅲ 履行期間 

  契約日から令和９年３月 12日（金）まで 

 

Ⅳ 委託上限額 

  7,110,000円（税込） 

 

Ⅴ 業務概要 

  下記に記載する内容を実施すること。 

 （１）観光セミナー・商談会及びセールスコール 

日程 時間 実施国 内容 

７月９日（木） 10:00～16:00頃 香港 観光セミナー・商談会 

７月 10日（金） 終日 香港 セールスコール 

  注記：観光セミナーおよび商談会は、各種情勢を鑑みて、セールスコール等の他の活動

に切り替えることがある。 

  

 （２）現地旅行会社の県内視察 

  上記現地プロモーション開催後から 11月頃までの間に、県内視察を実施すること。 

 

１ 実施内容詳細 

  （１）観光セミナー・商談会の実施 

①実施規模 

最大 60名程度 
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（内訳） 

バイヤー側：現地リテーラー、ツアーオペレーター等 15社 20名程度 

   サプライヤー側：長野県内観光事業者最大 15社 20名程度 

  その他：15名程度（長野県関係者、運営スタッフ等） 

②想定する内容 

第１部 バイヤー向けセミナー（30分程度） 

・ 現地旅行会社に向け、長野県へのアクセスや特徴などを説明し、第 2部の

個別商談前にバイヤーの知識レベルを平準化。 

第２部 個別商談会（最大 120分程度） 

・ サプライヤー固定のラウンド・テーブル方式。 

・ 会場内に 10テーブル程度を設置し、参加サプライヤーが各テーブルで各

10分程度の商談を実施。 

第３部 ネットワーキング・ラッキードロー等（約 30分間） 

・ セラー、バイヤー全員参加し、ランチを兼ねたネットワーキングを開催。 

・ イベントの最後に、各セラーからの景品提供によるラッキードローを実

施。 

 

（２）現地旅行会社へのセールスコールの実施 

 上記「Ⅴ実施内容」記載の日時内に、県内サプライヤーを帯同した現地旅行会社への

セールスコールを実施する。 

 

（３）現地旅行会社の県内視察 

   現地旅行会社を対象に、新規商品造成を目的とした県内視察を実施すること。 

①視察人数 

2名以上 

※参加旅行会社については県で指定するものとする。 

②視察実施時期 

セミナー・商談会実施後～令和８年 11月頃までの間 

   ③行程 

香港現地発着含め 5泊 6日程度 

※行程は委託者及び参加旅行会社の意向も踏まえ決定することとする。 

 

２ 業務委託内容 

（１）委託内容 

① 【セミナー・商談会】会場手配 

・ 香港において行う商談会の会場を手配すること。手配にあたっては、県幹部が
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出席するイベントとしてふさわしい程度の格式、立地や交通アクセス、招待す

る現地バイヤーの嗜好等も考慮すること。 

・ セミナー・商談会の会場の視認性を高めるため、会場入口に設置するスタンド

バナーを 1本制作すること。制作場所については日本、香港の別を問わない。 

② 【セミナー・商談会】バイヤーのリストアップ及び招待等 

・ 企画提案時において、各会場における招待候補者リストを提示すること。招待

者リストは長野県サプライヤーへ提供することから、現地の個人情報保護法令

に則り、招待者から提供について許可を取得すること。 

・ 開催案内、募集及び参加者の取りまとめ、商談やセミナーのスケジュール設定

について、委託者と連携し実施すること。 

・ バイヤーの参加に必要な措置を講ずること（例：駐車料金や交通費の負担など）。 

・ バイヤーの参加意欲を高めるため、ノベルティ 30 個以上を制作すること。ま

た、ラッキードローのプライズ（委託者分）を手配すること。 

③ 【共通】事前説明会の実施 

・ 県内観光事業者を対象にオンラインによる事前説明会を開催すること。 

・ 本事業実施に係る運営マニュアルやバイヤーリスト等を作成し、参加者へ配布

するとともに、全体スケジュールと合わせて県内観光事業者に説明すること。 

・ 香港市場の最新動向や、招待する旅行会社の特徴、効果的な商談方法や商談資

料の例などの情報も合わせて説明会にて提供すること。 

・ 必要に応じて、県内観光事業者の参加準備に向けた個別相談に別途応じること。 

④ 【セミナー・商談会】当日の運営 

・ セミナー・商談会において、現地語で対応できる司会者を手配するとともに、

第一部のセミナーにおいて現地語でプレゼンテーションできるプレゼンター

を手配すること。なお、司会者がセミナーのプレゼンターを兼ねることも可と

する。また、セミナーで使用するプレゼンテーション資料についても、受託者

にて作成すること（使用する写真素材等は委託者より提供）。 

・ 委託者や参加サプライヤーの必要に応じて、セミナー・商談会で使用するパン

フレット等の発送作業、会場搬入を行うこと。なお、委託者の発送分について

は本事業費に含めることとし、計 20kgまでの発送費用を見込むこと。 

・ 参加者全員分のランチ、ドリンクを提供すること。なお、長野県を効果的に PR

するため、ランチにおける県産品を使用した飲食の提供等、観光に親和性の高

い食を組み合わせた一体的な PRとなるよう工夫すること。 

・ 当日の会場責任者は、準備（搬入）、開催中、終了（搬出）までの間、必ず現場

に常駐し、会場、バイヤー・サプライヤーと常に連絡が取れるようにすること。 

・ 参加バイヤー向けのアンケートについては当日中に実施し、参加バイヤーの 8

割以上から回収すること。 
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⑤ 【セールスコール】訪問先のリストアップ及びアポイント取得、事前調整 

・ 各現地旅行会社の特徴や旅行商品の取り扱い状況等を踏まえた上で、セールス

コールに有効な旅行会社を提案するとともに、アポイントメントの取得及び訪

問先との事前調整を行うとともに、当日の移動車両についても手配すること。

車両費用については本事業費には含めず、参加サプライヤーで折半し、サプラ

イヤーから実費を徴収すること。 

・ なお、訪問先には県幹部の訪問を前提として EGL Tours を含めることとする。 

・ 訪問旅行会社数は、４～５社を目安とするが、参加サプライヤー数に応じて、

複数班に分ける等効率的な訪問となるよう調整すること。 

⑥ 【共通】運営体制の整備 

・ 本事業の事務局として全体を管理する責任者を定め、香港現地担当者も含めた

実施体制図を作成すること。特に責任者は現地での流動的な事項への対応を考

慮し、県幹部と同様の宿泊施設への宿泊とすること。 

・ ③で記載した人員の他、セミナー・商談会当日の受付や案内、機材操作支援等、

運営に必要な人員を手配すること。 

・ 開催期日 1か月前までを目途として、進行表、運営マニュアルを作成し委託者

に提出すること。 

⑦ 事後フォローアップ 

・ セミナー・商談会の翌週を目途にバイヤーへフォローアップメールを送ること。

参加サプライヤーの営業資料（電子媒体）を取りまとめ、委託者が指示する資

料及び情報とともに送付すること。 

・ 事業成果を把握するのに必要な項目を記載するとともに、セミナー・商談会後

に参加サプライヤーへアンケートを実施し、サプライヤー全員から回収するこ

と。また、商品造成件数のフォローアップ調査を実施し、本事業の効果を取り

まとめること。 

⑧ 県内視察の実施 

・ 視察に際して、参加旅行会社及び県内サプライヤーとの連絡調整を担うこと。

スケジュールの調整、航空券・宿泊・交通機関の手配、通訳の手配など、必要

な一連の手配を行うこと。 

・ 参加旅行会社に対し、視察コンテンツに関するアンケート及び分析を行うこと。 

・ 視察後、参加した旅行会社に向けて商品造成の働きかけを行うこと。 

⑨ 報告書の作成 

・ 本事業に関する事業記録（記録写真の撮影等）やアンケート結果等をまとめて

報告書に記載すること。内容は下記を想定する。 

【項目】 

    ・事業概要 
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    ・セミナー・商談会の参加者リスト（会社名、特徴、役職、氏名、メールアドレス、

住所、会社 HP）、会場、食事、商談スケジュール 

    ・セールスコール時の訪問先、商談記録 

    ・視察に参加した旅行会社の概要、行程、視察先での旅行会社の反応 

    ・当日の様子（写真画像を含む） 

    ・成果指標と実績 ※成果指標は下記（４）参照 

    ・アンケートの集計内容・分析・提言 

・事業実施に伴う課題の分析 

・今後の提案 

    ・その他委託者が指示したもの 

   【提出先】 

    長野県観光スポーツ部 観光誘客課（国際観光推進担当） 竹元 

   【提出期限】 

    令和９年３月 12日（金）まで 

⑩ その他 

・ 県内サプライヤーの必要に応じて、セミナー・商談会参加にあたっての航空券、

宿泊手配、通訳手配を行うこと。いずれも費用は実費をサプライヤーから徴収

すること。なお通訳を手配する場合は、商談会開始の少なくとも 1時間前には

会場入りするよう手配し、各サプライヤーから通訳への説明の時間を確保する

こと（各サプライヤーから別途指示があった場合はそちらに従うものとする）。 

・ 現地において７月６日～７月 10 日の間のいずれかに行う予定の県幹部と観光

事業者との意見交換会の会場（市内の飲食店を想定）を手配するとともに、参

加する観光事業者から参加費用実費を徴収すること。 

・ 上記①～⑨の進行にあたっては、監督職員の了承を得た上で進めることとし、

記載のない業務が発生した場合についても委託者と協議の上可能な範囲で対

応すること。 

 

（２）成果指標 

  ① 現地バイヤー参加団体数：15社 20名 

  ② 県内事業者参加団体数：15団体 

  ③ 商談件数：225件 

    ④ 商品造成件数：5本 

  ⑤ サプライヤー、バイヤーの各満足度：80%（４段階中、上位２評価の合計） 

    

Ⅵ 事業実施上の注意点 

（１）本事業の開始から終了までの間、各事業を統括する責任者（以下「統括責任者」とい 
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う。）をそれぞれ１名配置した実施体制図を示すとともに、統括責任者は、各種実施 

方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な実施の為、適宜、県と連絡調整を行うこと。 

（２）受託者は、業務開始にあたり、作業の詳細な実施内容や作業の進め方・方法、役割分 

担、各種資料の提出時期等を明記した「業務工程表」を、委託者に提出すること。ま 

た、受託者は業務の進捗状況等を適切に管理し、工程に変更が生じた場合は、適宜、 

委託者と協議の上、業務工程表を変更し再提出すること。 

（３）観光セミナーおよび商談会は、各種情勢を鑑みて、セールスコール等の他の活動に切    

   り替えることがある。当該変更に伴い発生した経費に関しては、県と協議のうえ、委  

託料の範囲内で本事業の経費として認めることとする。 

（４）緊急事態が発生した場合、統括責任者は県と協議の上、すみやかに解決を図ること。 

（５）再委託の扱い 

①受託者は、その責任において、各個別業務の一部を第三者（委託者が指定する再委託 

先も含む。）に再委託することができる。但し、受託者は委託者が要請した場合、再 

委託先の名称及び住所等を委託者に報告するものとし、委託者において当該第三者 

に再委託することが不適切となる合理的な理由が存する場合、委託者は受託者に、書 

面により、その理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託の中止を請求 

することができる。 

②前項但書により、委託者から再委託の中止の請求を受託者が受けた場合は、作業期間 

若しくは納期又は委託料等の個別契約の内容の変更については、別途委託者と受託

者が協議して定めるものとする。 

③受託者は当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本契 

約に基づいて受託者が委託者に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わ 

せる契約を締結するものとする。 

④受託者は、再委託先の履行について委託者に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を 

遂行した場合と同様の責任を負うものとする。但し、委託者の指定した再委託先の履 

行については、受託者に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わない。 

（５）著作権の取扱い 

ア 本委託業務の実施による文章、画像、イラスト、その他一切の著作物について、委託

者が他の用途（例：広報物、ＰＲ施策での活用等）で使用する場合も無償で使用でき

るようにすること。 

イ 第三者が持つライセンス、著作権関連の権利、知的財産権を侵害しないよう、受託者

の責任において調整を行いながら実施すること。利用にあたっては、版権元の承認

を得るとともに、権利料や使用料等諸費用が発生する場合は、受託者が負担するこ

と。 

（６）個人情報の取扱い 

当事業において収集及び取り扱う個人情報は「個人情報の保護に関する法律」を準用

するとともに、個人情報に関する法令を順守し、適正に取り扱うものとする。 
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Ⅶ 監督職員 

  長野県観光スポーツ部 観光誘客課（国際観光推進担当） 竹元 


